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絶えずその意義を検証し，批判的検討を加えた上で，
あるべき方向への模索を続ける姿勢には教えられると
ころが多い。
そして第三に，労働契約や就業規則については，解

釈論は，豊富なサブテーマが内包されているので，と

もすればレトリカルな解釈論に拘泥する向きも目立つ
のであるが，唐津教授の業績は，常に政策論や立法論
を射程においており，具体的な立法提言にまで及んで
いる。特に，2007 年制定の労働契約法については，
その制定過程から積極的に発言され，2009 年秋の日
本労働法学会大会における報告や，本書に収められた
論文には教授の立法政策への要望が明確に示されてお
り，我々に対する激励の意味をも有する内容となって
いる。
このように，本書は，これまで労働契約・就業規則

論に取り組んでいた研究者にとってかけがえのない文
献となるだけでなく，法令策定当局や弁護士・裁判官
などの法曹実務家，また労働組合や企業法務に携わる
人々に対してもきわめて刺激的な意義を有する好著で
ある。以下ではその内容を鳥瞰し，若干のコメントを
加えた上で，あらためて本書の意義について整理して
みたい。

2　本書の内容

本書は，「第 1編　労働契約・労働条件の法理論」
「第 2編　就業規則の法規制と法理論」「第 3編　労働
契約・就業規則の法ルールと労働契約法」という三部
構成で成り立っており，それぞれ数本ずつの論稿が収

1　本書の意義

本書は，これまで労働契約法理の探求と新しい就業
規則法理の形成とに多大な貢献をしてきた唐津教授の
諸論文を集大成したものであり，読者もまた，本書を
ひもときながら，教授の深い思索の変遷をたどり，労
働契約論の真髄について思いをめぐらすこととなろう。
本書には，注目すべき特徴が三つある。
第一に，掲載された諸論文の発表年次には 20 年近
い幅があるが，教授の基本的スタンスは首尾一貫して
おり，その姿勢にブレが見られないことである。労働
法に関する法制度・判例・学説は，この 20 年に大き
く変容しており，教授が主たる対象として取り組んで
こられた労働契約と就業規則についても，労基法の改
正や労働契約承継法の制定，そして何よりも 2007 年
の労働契約法制定により実定法上の対応が激変した
し，就業規則の不利益変更問題を中心として判例の変
遷も著しい。日本労働法学会の大会において何度も労
働契約や就業規則に関するテーマが議論されるなど，
学説の検討も飛躍的に進展した。しかし，教授の示す
基本的考え方は一貫して安定しており，それはこの間
の変動にも耐えうる内実を有していることを意味する
であろう。
第二に，第一の点といわば表裏一体の特徴である
が，教授の目配りは，常に最先端の理論動向に向けら
れており，タイムリーで的確な発言が繰り返されてい
る点も注目できよう。とりわけ，就業規則に関する最
高裁判決が頻出した平成 10 年前後の事態について，
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められている。
まず第 1編には，労働契約に関する重要テーマを
扱った 4本の論文が掲載されているが，その内容は，
労基法上の労働条件明示義務（15 条）が労働契約に
対して有する意義，長期雇用慣行と解雇法理の関係，
人事評価に対する使用者の公正評価義務に関する検
討，就労請求権論を発展させた使用者の「労働付与義
務論」の意義と機能とにわたっており，いずれも読み
応えのある論稿である。
このうち特に注目されるのは，第 4章「労働者の就
労と使用者の労働付与義務論」であり，かつては学説
をにぎわせたものの，現在ではあまり活発な議論が展
開されていない「就労請求権」論の膠着状態を打破す
べく，労働契約上の信義則を具体化した「就労価値・
利益を尊重，配慮する義務」としての「労働付与義務」
を提唱し，これに基づいて，職種を限定した労働契
約，限定しない労働契約，そして仕事差別やいやがら
せ（様々なハラスメントを含む）などについて，この
「労働付与義務」からの対応を示している。確かに，
就労請求権において実質的に議論されてきたのは，労
働契約における使用者の義務は賃金の支払いに限定さ
れない，ということの実質的な意味を解明しようとす
ることであり，何よりも労働者が自らの肉体・精神と
切り離せない「就労」という行動について，使用者が
法的にどのような義務を負うと考えるべきなのか，で
ある。教授の労働付与義務論は，議論を深める基盤を
提供したものであり，今後も引き続き検討されていく
べき内容を有しているといえよう。また，本編では，
随所に，労働関係を規律する法原則は憲法や労基法の
総則等に示されている「公正ルール」であって，信義
則から生じる労働契約上の具体的な諸義務も，この観
点から再構成されるべきであることが繰り返し強調さ
れている。
第 2編は，本書の中心的な部分ともいえる就業規則
論に関する論稿が集められている。就業規則の法的性
質，労働契約との関係，就業規則による労働条件の不
利益変更の法的効果については，労働法学全体の最重
要テーマであり，その意義は第二次大戦後労働法制が
整い，学会での議論がはじまった頃からほとんど変
わっていないといってよい。唐津教授はこれについ
て，まず法的性質論をめぐる法規説と契約説の具体的

変遷をあとづけ，判例がこれについて秋北バス事件大
法廷判決以来，正面から応えるような対応を示してこ
なかったことを示した上で，就業規則の適用や解釈に
ついての機能的な検討の必要性を提唱し，それは，就
業規則のもつ「法規」的機能と「合意＝契約条項」的
機能に対応した実質的な検討でなければならないこと
を主張する（第 1章「就業規則の法的性質論」）。そし
て，就業規則の制定と変更に係る法定の手続要件を吟
味し，書面に作成して届け出ることに象徴される「法
定手続要件」と，過半数組合または過半数代表の意見
聴取に象徴される「自治的手続要件」とに区別した上
で，労基法 93 条（現行労契法 12 条）の労働契約に対
する補充的効力を発生させるためには法定手続要件が
必須であること，また労働協約上の付加的手続条項に
つき，それに反した就業規則の変更は当該労働組合の
組合員に法的効力を持ち得ないことなどを示して，就
業規則の法的効力と手続要件とが有機的に結びついて
役割を果たすべきことを強く主張している。さらに教
授は，第 3章「就業規則と労働条件の不利益変更」に
おいて，就業規則による労働条件の不利益変更につい
て判例法理が構築されていく過程を慎重にあとづけ，
大曲市農協事件，第四銀行事件，みちのく銀行事件を
中心として，その他タケダシステム事件や北都銀行事
件，函館信用金庫事件なども射程に入れながら，最高
裁の判例法理が，秋北バス事件大法廷判決から徐々に
内実を変容させて，労使の契約意思を重視しない方向
へ進んでいったことを指摘する。また，この問題に対
する重要なサブテーマの一つである「多数派労働組合
の同意」について，実際には最高裁はそれほどの重き
を置いていないのではないかという疑問をも呈してい
る。教授はこのような最高裁の対応については反対の
姿勢をくずしておらず，公正ルールに裏づけられた労
使の契約意思をどのように生かすかという視点の欠如
に憂慮を示し続けているのである。
この教授のスタンスは，特に大内教授の「労働条件

変更法理の再構成」に対する批判に最も明確に現れて
いる。教授は，大内教授の斬新で先進的な議論の展開
を大いに評価しつつも，大内教授が「個」としての労
働者について，実態に即した多様な性格を持つ存在と
して捉えていないのではないか，そのために労働者の
主体的な行動を支える法解釈論も，必ずしも実質的な
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機能を果たしえないのではないかという危惧を表明し
ている。すなわち，唐津教授のとらえる労働者像は，
あくまで「自立と自己決定を突きつけられて戸惑う」
個人でもあるのである。むろん，唐津教授自身が繰り
返しているように，大内教授の示す方向が一つの理念
型としてすぐれたものであることは間違いないが，し
かしこの理念型が想定する労働者像の問題点を踏ま
え，「戸惑う」個としての労働者をも包含しうる解釈
論・立法論の必要性を唱える教授の姿勢は，多くの研
究者の賛同をも得るところであろう。
第 3編は，主として労働契約法制定について積極的
に発言してきた教授の考え方が時系列的に掲載されて
いる。実は評者も，教授と共に，現行労働契約法制定
過程について検討する労働法学会の大会で報告をとも
にさせていただいたことがあった。すでに現行労働契
約法が施行されて 2年以上が経過し，徐々にその問題
点が明らかになりつつある現在から，教授の発言を顧
みると，まさに教えられるところが多い。
現行労働契約法は，当初菅野和夫現中労委会長（当
時は明治大学法科大学院教授）のもとで議論が重ねら
れた研究会報告において，労働契約の締結前段階から
締結後までの広範なステージについて法ルールを模索
した意欲的な報告書が出されていた。しかし，労使の
利害がぶつかり合う審議会での議論と国会での議論を
経て，現在のような「貧相」としか言いようのない小
さな法律となってしまったのは周知の通りである。
唐津教授は，そこに到るプロセスの中で賢明な労使
の自治による公正なルールの徹底が不可欠であること

を示し，また成立した現行法については，特に 7条，
10 条の就業規則法理について，労働契約法自身が繰
り返し強調している「合意」の原則に基づいた新たな
解釈論と立法論とを大胆に提唱している。一点だけそ
の真髄をあげておけば，教授は，労働契約法が労働条
件の変更について 8条で合意原則を掲げ，9条で合意
によらない就業規則変更が労働契約内容としての労働
条件を変更しないことを示しつつ，10 条では合意に
よらない変更を本文で定めていることの矛盾をつき，
むしろ 10 条ただし書が本文となって，ただし書にお
いて，合意によらない就業規則の変更が周知と合理性
を要件として労働契約を規律することが「推定」され
るとすべきであることを提唱している。この点は，ま
さに労働契約法の数ある欠陥に対する説得力ある提案
であり，大方の賛同が得られるところであろう。

3　最後に

以上のように，本書の意義は語りつくせないほど大
きい。評者としては，唐津教授のこれまでの業績に深
い敬意を表するとともに，なおぜいたくな要望をさせ
ていただくならば，グローバリゼーションの波の中
で，学際的研究が進む労働分野の一画を担う労働法学
の国際標準を確立すべく，さらに教授の見解を展開さ
れることを願いたい。

　のがわ・しのぶ　明治大学法科大学院教授。労働法専攻。
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「何が変わり，何が変わっていないのか？」と帯に
あるように，本書は苅谷を中心とする「就職研」メン
バー9名が，過去 20 年余りにおける大卒就職の変容
過程を，各種データを駆使して丹念に追った研究成果
で構築されている。もとより学術書ではあるが，各章
のスタイルに適度な統一感（例えば結論を先取りして
提示するなど）があり，全体構成にも工夫が凝らされ
ていて実に読み易い。特に 4章以降は，中堅女子大
生，OB・OG訪問，大学就職部，自己分析，採用基
準と，就職活動（以下，就活）には欠かせないトピッ
クスを個別明示的に扱っており，学部生や一般読者で
も手に取り易いだろう。

序章では，苅谷が大卒就職の歴史的・理論的検討を
展開すると共に，本書における分析課題として，①新
卒労働市場が実際にどのように変化してきたか，②新
卒労働市場の変化が就活の変化とどのような関係にあ
るか，③採用をめぐる選考基準がどのように変化して
きたか，の三つを挙げている。主たる分析課題②に
3～7章が割かれており，①には 1，2章が，③には 8
章が対応している。
まず①の問いに対して，1章の本田と 2章の平沢が
答えている。本田は，以下繰り返し触れられることに
なる新卒労働市場の激変ぶりを概観し，就活の早期
化，長期化，厳選化，煩雑化，さらには学生と企業の
間の認識や情報のギャップなどの様相を丁寧に浮き彫
りにしつつ，それらがいかに関係諸主体のQOL（生
活の質）を低下させているかを力説している。続く各
章の分析内容を俯瞰しながらも，一気に政策提言にま
で踏み込んでおり，本章は，むしろ全体を読了した後
の再読が有用なのではないか。
一方平沢は，比較的オーソドックスな視点からの計
量分析を通じて，学校歴効果を再確認する試みであ

る。その結果，学校歴などの要因と就職結果の連関構
造自体は，1992 年から 2006 年まで存外に安定してい
たことが明らかにされた。同時に，成績やクラブ参加
度が就職機会に有意な影響を与えており，「これは意
外な発見であろう」と評しているが，果たして意外だ
ろうか。例えば下村英雄は，電通育英会などによる調
査を基に，実際には対人関係が豊かで，勉強に熱心に
取り組んだ学生が本命企業から内定を得ていることを
示唆している（日本経済新聞 2009/7/20 付記事）。加
えて，脚注 6）で言及されているパーソナリティーと
コミュニケーション能力は，7，8章の論考とも呼応
して，まさに今，誰もが本当のところを知りたいと切
望している要因だろう。さらなる研究の進展が待ち遠
しい。
新卒労働市場（あるいは関係諸主体のQOL）の激

変にもかかわらず，その連関構造自体はそう変わって
いないという言説に対して，就活プロセスは変わった
と主張するのが 3章の濱中である。ここでも学校歴に
着目すると，これまで有利な立場に置かれていた銘柄
大学の学生が，自由化（就職協定の廃止）によって庇
護が薄れたことに敏感に反応し，活動の早期化，活動
量の増加といった就活の強化が進んだという。選抜性
の低い大学ではなく，銘柄大学の学生に影響したとい
う点が眼目だろう。使用データが 2章とほぼ共通して
いるため，ある程度は把握できるのだが，それでも 3
章の中で完結して，データの全体像やA～C群の詳
細，ケース数などが捉え難いのはやや不親切である。
とはいえ「学校歴による有利さが，かつての指定校制
やOB・OGリクルーター制のように，制度の慣行と

苅谷剛彦・本田由紀 編
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して外部から持ち込まれたものでなく，学生たちの実
際の就職活動の蓄積によって形成されているとするな
らば，その正当性を突き崩すことは困難になる」とい
う指摘は，大学名不問の採用であっても，結局は銘柄
大学の学生に内定が集中するという話を想起させて興
味深い。
ここから先は，個別トピックスに特化した各論の様
相を呈してくる。まず 4章の筒井は，ごく普通の，
コース別でいえばエリア（準）総合職から一般職での
採用が見込まれる女子大生が，どのような就活に直面
しているのかを読み解いている。他章と比較して事例
的であり，データ制約が厳しかったことも災いしてい
るのか，就職活動期間および最初の内定獲得時期の規
定要因の推定では，さのみ目立った結果が得られてい
るわけではない。いくつかの知見から導出されている
理論的含意のうち，第一のOG接触については他章と
の関連で後述するとして，第二，第三に関わる自宅外
通学の評価については，総合職採用では高く評価され
ても，一般職採用であればやはり忌避されるのだろう
か。一つの女子大を事例的に取り上げるからこそ，在
学中からいわゆる「女女格差」が顕在化してくるさま
を，まだまだすくい上げる余地がありそうな印象を強
く持った。
5章の大島の関心事は，大学就職部である。近年
キャリアセンターなどと改称され，存在感を増すばか
りであるが，全く利用しない学生（4章の事例では 2
割とか）もいれば，その斡旋によって内定に至る学生
もいる。大島は，後者の「内定に至る斡旋」に注目し
ており，それは「早期」で内定に至らなかった学生た
ちが，成績などの特段の制約なく誰でも受けることが
でき，しかも斡旋を受けた場合の就職先は「早期」に
劣らないほどの良好な条件の職だという。かつて就職
部職員から，企業が内定辞退の枠を埋めるために，目
ぼしい大学の就職部に声を掛けると聞いたことがあ
り，その点からも腑に落ちる知見であるが，データの
扱いに若干の違和感がある。入職経路として「「イン
ターネットや資料請求ハガキ」「学校の先輩・リクルー
ター」と回答した人が「早期」に就職先を決めた人で
あるとみなして差し支えないだろう」としているが，
この断定はやや乱暴ではないか（「晩期」も同様）。内
定時期を直接扱っていない以上，もう少し慎重な論述

であって然るべきである。その上で，どういう学生が
「早期」で内定に至らず就職部経由に回ってくるのか
を掘り下げてほしい。斡旋はセーフティネットとして
機能しているというが，事実上恩恵を受けられるの
は，職員と意思疎通が図れ，「この求人だったらあの
学生が合うんじゃないか」と思い浮かべてもらえる学
生に限定される。その意味では「誰でも」ではない。
他章でも随時言及されているOB・OG訪問を，メ

インとして料理しているのが 6章の中村である。
OB・OG訪問は，元々有力大学の出身者においてイ
ンフォーマルな採用選抜（リクルーター）として効果
的に活用されていたが，近年は明らかに利用頻度が低
下している。それは，情報ネットワークを失うだけで
なく，情報不足の中である種の安心を与えていた装置
をも同時に失うことを意味するというのが議論の要諦
である。しかしながら「最初のOB・OG訪問が安心
システムとして機能するのは，最初から希望していた /
あこがれていた企業で，最初に会ったOB・OGから
期待通りの印象を受けた場合が多い」ということであ
り，これは成立条件としては随分厳しい。小説ではあ
るが，石田衣良『シューカツ！』（文藝春秋）では，
主人公の女子大生が，会うOB・OGによって正負両
方の影響を受ける様子が対照的に描かれており，逆に
不安や迷いを生起させる装置としてのOB・OG訪問
を意識しなくてもいいものかと思う。また，OB・OG
に会う時期や意図の変化も気になる。企業は，面接場
面でOB・OG訪問の有無を確認することがあるらし
いが，学生のコミュニケーション能力を重視しながら
も，IT化によって人的接触が不足する中で，OB・
OG訪問が，熱心さや積極性に裏打ちされたコミュニ
ケーション能力の指標として機能し始めているといえ
るのではないか。4章の事例で挙げられていた，遅い
タイミングでのOG接触や気後れなどについても，こ
の種の視点を踏まえて解釈することで，新たな切り口
が見出せるかもしれない。
7章の香川と 8章の小山の論考は，まさに表裏の関

係にある。香川が『就職ジャーナル』誌から根気よく
拾い上げた自己分析は，就活に当たって「当然すべ
き」と思い込まされているが，冷静に考えてみるとお
よそつかみどころがない。その行為は，外的に規定さ
れた「あるべき姿」に「自分」を（作為的であっても）
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近づけて見せるためのツールから，「本来の自分」「あ
りのままの自分」を探索するための「自己分析」に転
換し，今は採用プロセス自体が自己分析的な思考を要
求するものになっているという。卑近な例えである
が，これは相手の受けを狙った化粧を止めて，素顔で
勝負することにした，ということになるだろうか。理
由は，何が企業受けするのか分かるようで分からない
から，である。だからといって，虚飾を排して企業側
の判断を待つだけという丸腰の姿勢が，現実的であり
得るはずもない。就職・採用が選抜を伴うものである
以上，「素顔の私にはこんなに価値がある」という自
己顕示からは逃れられないだろうし，「素顔の私が欲
望の赴くままにやりたいこと」を掲げても，相手に鼻
白まれては元も子もない。であるならば，受け狙いで
はなく，あくまでもナチュラルに化粧しなければなら

ない。そうとは気づかれないように，念入りに。
そんな学生の素顔が知りたい，なのに素顔以上にナ

チュラルで見抜けない。小山が着目したのは，そうい
う企業側の苦悩である。鶏が先か卵が先かという話に
なるが，面接場面では，好評価を得ようとする学生の
行動と学生の能力を正確に判定しようとする企業の行
動が合成された結果，評価用紙記載の評価項目以外の
要素も拡張的に評価対象とならざるを得ず，また採用
活動時期や採用枠の充足状況による影響も相俟って，
採用基準が揺れ動くことになるという。確かに入試な
どの面接においても，事前に設定された評価項目に縛
られると窮屈になるという感覚が，評者にも実感とし
てある。このことが面接の合否の理由を不明確にし，
企業と学生双方を疲弊させているのは事実だろうし，
採用基準の明確化は目指されるべきなのかもしれな
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われわれ人間はこの世に生を受け，80 年から 100
年の生命活動をしたのち，その生涯を閉じる。この長
いライフサイクルにおいて誰しも幸せな人生が送れる
のを望んでいる。それではこの幸せな人生を送る人は
どのような生き方をしており，われわれはそのために
どのような生き方をすべきなのか。本書は，そのよう
な生き方に対する一つの方向をしめしているように思
われる。
仕事は人生のすべてではないにしても，物理的に
も，精神的にも最も大きな存在意義をもっている。そ
うした中で働く喜びを感じ，生きがいを感じる人生を
送るには，どうしたらよいのか。本書は産業・組織心
理学という学問体系が創出してきた諸概念を駆使し
て，そうした問題に迫ろうとする極めて意欲的な著書
である。具体的には，看護師，会社員などこうした問
題を考える上において最も典型的と思われる人々を対

象にして，メンタリング，キャリア発達，職場満足感と
いった諸現象が生きがいとどのような関係にあるかを豊
富な実証的なデータに基づいて検討したものである。
本書は三部 8章より構成されている。その内容は，

以下のようなものである。
第Ⅰ部　キャリアと生きがい
　第 1章　キャリア
　第 2章　働く人々の生きがい
第Ⅱ部　実証研究
　第 3章　実証研究の枠組み
　第 4章　働く人々の心理的well-beingとキャリア
　第 5章　メンタリング
第Ⅲ部　モデルの検証とまとめ
　第 6章　 ［メンタリング─キャリア発達─生きが

小野　公一 著

『働く人々のキャリア発達と
生きがい』
──看護師と会社員データによるモデル構
築の試み
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い。しかし一方で，「面接とはそういうもの」と割り
切ることの意義もあるかと思う。曖昧だからこそ，自
身の全否定からは逃れられる。あるいは自身を徹底的
に作り込む努力が，グレードアップした新たな素顔を
もたらすこともあるだろう。就活で化ける学生という
のは，いつの時代も必ず存在するものである。

通読して，正直「就活って突き詰めればこんなにや
やこしいことだったのか」と嘆息せずにはいられな
かった。大学教員である以上，身近に間断なく就活生
がいる状況に晒され，学問とは程遠い次元で「がんば
れ」と励まし，「きっと何とかなる」と慰めているの
が圧倒的な現実である。「とりあえず，やってみれば」

が有効でないならば，それに代わる処方箋は何か。本
書が，閉塞感に満ちた現場の地道な手探りにどう響
き，波及していくのか。本田がいうように，就活とい
うゲームのルールの是非そのものを問い直すことも喫
緊の課題だろう。評者は，学生側に一層の成長を促す
ことによって，活路が開かれるのではないかと期待し
ている。いずれにせよ，本書で得られた「なるほど」
という得心に続くステップは，読者各々の度量に委ね
られていよう。

　うらさか・じゅんこ　同志社大学社会学部産業関係学科准
教授。労働経済学専攻。
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い］モデルの検証
　第 7章　働く人々の生きがいの構造について
　第 8章　 ［キャリア発達─生きがい］モデルと組

織の対応：まとめに変えて

第 1章「キャリア」では，キャリアの概念の捉え方
が詳細な文献展望に基づいて展開されている。そこで
はキャリアの概念が単に仕事だけのキャリアだけでは
なく，生涯のキャリアを含めて拡大していることを指
摘している。そして一方ではまた，人生において職業
的なキャリアが最も大きく人生のキャリアと不可分な
関係にあるとも言っている。キャリアについて自らの
定義として「ある人の生涯のなかで演じた役割から獲
得された知識・技術，専門性，ネットワークやその他
のノウハウ，および，客観的な地位・資格や所得な
ど」と定義している。そして「キャリア発達」は主と
して個人の側面から見たキャリア，「キャリア開発」
は主として企業から見たキャリアと述べている。
第 2章「働く人々の生きがい」では，生きがいとい
う概念について豊富な文献展望に基づいて詳細な分析
をしている。それによれば，生きがいという概念は，
欧米などに類似した概念は見られるものの「生きが
い」という言葉の直接翻訳可能な言葉が見当たらない
という従来の文献を紹介した後で，本研究では生きが
いを「生きがいを与えてくれる対象」から検討するの
ではなく，現在「生きがいを感じているのかどうか」
という「生きがい感」という視点から検討しようとし
ている。
第Ⅱ部（第 3章から第 5章）は，著者の研究のフ
レームワークとそれに基づいた実証研究の概要であ
る。著者はこれまでメンタリングおよびキャリア発達
関連の一連の実証研究を 9つも行ってきているが，本
書が対象としている研究は第 5研究から第 9研究の 5
つの研究である。第 5研究から第 7研究までは看護師
を対象にしたもの，第 8研究は会社員，第 9研究は会
社員を正規，非正規社員に分けて検討しようとしたも
のである。
第 3章「実証研究の枠組み」では，著者の先行研究
の要約，第 5研究から第 9研究までの概要，そして本
書で述べられる研究の質問紙調査の項目内容が述べら
れている。第 4章の「働く人々の心理的well-being

とキャリア」では，職務満足感，生活満足感とキャリ
アとの関係，およびキャリアの規定要因について述べ
られており，さらに第 5章では一連の研究の中でのメ
ンタリングの位置づけについて論述されている。そこ
ではメンタリングがキャリア発達やキャリア満足感，
職務満足感を通して「勤務継続意思」に影響を与える
ことが統計的なパス分析を通して示されている。第Ⅱ
部ではまた，これらの諸現象について第 5研究から第
9研究までの研究比較を行っていることも特徴的であ
る。
第Ⅲ部の第 6章以下が本研究の中心である。第 6章

では第 6研究以降の調査項目についてそれぞれ共分散
構造分析（Amos）を用いてモデルの妥当性を検討し
ている。そこでの基本テーマは［メンタリング─キャ
リア発達─生きがい］という因果の基本構造がこれら
の研究の各々において，また全体において見られる
か，否かというものである。モデルのあてはまりの良
さは従来の共分散構造分析研究を参考にして，CFI, 
GFI,  AGFI,  RMSEAを指標として，その適合度の基
準として，GFI は 0.90 以上，CFI と AGFI は 1.00 に
近づくこと，RMSEAは 0.05 以下を適合ゾーンとす
るが，0.05～0.10 までもグレーゾーンとして考慮する
としている。そしてさらに第 7章では「生きがい」の
指標を「生きがいを感じる」という 1項目にかえて
「生きがい」測定尺度 10 項目の因子分析に基づいた生
きがい（潜在変数）とし，さらに下位因子としての
「自己肯定・生きがい因子」と「成長・承認因子」を
パス図に追加して分析をしている。
これらの一連の研究を通して著者は次のように結論

づけている。
　（1） ［メンタリング→キャリア発達→生きがい］モ

デルが成立する。
　（2） メンタリングを除いた［キャリア発達→生きが

い］モデルも成立する。
　（3） 会社員と看護師では，変数間の構造に大きな差

異はない。
　（4） 階層間では大きな差異はないが，細かな点では

差異がみられる。
そしてこうした研究結果に基づいて第 8章では組織

経営に与える実践上の示唆を人事管理面を中心に提言
している。
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以上が本書の内容であるが，以下本書の評価につい
て述べたい。

本書は著者のこれまでのメンタリングとキャリア発
達の研究成果をもとにして，それを生きがいの領域に
まで進めた研究である。その研究の豊富な文献研究と
着実な研究実績に基づいた研究姿勢をまず評価した
い。
第二の点は，本研究で使用される概念すべてを網羅
した包括的な質問紙調査の作成，実証的研究のための
膨大な調査データの収集という点である。とくに第 6
研究は有効回答数 2376 名である。これらの対象者は
すべて経験年数 3年以上の社員・職員である。年齢構
成も幅広く取られ著者の研究に取り組む意気込みとそ
の研究姿勢の厳しさがうかがわれる。
第三の点は，得られた研究結果の新規性，貴重さで
ある。前述したように「生きがい」という言葉は日本
固有のものであるといわれる。本研究ではこれを「生
きがい感」として捉えているが，欧米の研究とは異な
る独自な視点がうかがえる。もちろん「生きがい」に
ついての研究は塹江（1981）など，これまでいくつか
の実証的研究があることは事実であるが，メンタリン
グ，キャリア発達，職務満足感などとの関連で捉えた
ものはきわめて少なく，貴重な実証的研究といえよう。
ここでいくつかの課題を挙げておきたい。
第一としては本書の基本的な問題について指摘した
い。その一つが「生きがい」という概念の捉え方であ
る。前述したように本書では「生きがい」についての
従来の研究をよく整理して紹介している。しかしなが
ら著者の生きがいについては明確な定義が見当たらな
い。確かに著者によれば「生きがい感」は「心理的な
well-being（心理的幸福感）」に極めて近いものだとし，
その中身は，「自己の現在までに至るまでの成長──
すなわち広義のキャリア発達──や，現状を肯定的に
評価することで自己のアイデンティティを守り，また
満足感や安寧を得る」だとしている（p.69）。これで
はキャリア発達と混乱をしてしまう。他の概念と差別
化できる著者独自の「生きがい」についての概念定義
がほしい。
同じことは「働き甲斐」についても言える。著者は

「働き甲斐」について第 2章の第 5節で整理，紹介し

ているが，著者自身の明確な定義は見られない。著者
は生きがいの測定項目 10 項目の中に「働き甲斐のあ
る仕事をしてきた」という項目を入れている。そして
因子分析の結果，この項目が「生きがい」の因子に含
まれないことからこの項目を「働き甲斐」の項目とし
ている。これではモデル中の一つとして取り扱われる
「働き甲斐」として不十分のように思われる。
第二の点は方法論的な問題である。本研究のパス解

析においては第 6章では，「生きがい」を「生きがい
を感じていますか」という 1項目だけを用いて検討し
ている。そして第 7章では潜在的変数とし，具体的
「生きがい」の測定尺度 10 項目を因子分析し，その結
果得られた 2因子を用いている。問題はこうして作成
された第 6章と第 7章モデル結果が異なるということ
である。すなわち第 6章の生きがい 1項目の場合に
は，「キャリア発達」から「生きがい」へのパスが見
られないのに，第 7章では「キャリア発達」から「生
きがい」へのパスが見られる。このことは概念を「1
項目」で測定する場合と多項目で測定することのむず
かしさを示唆している。多くの類似した質問項目に回
答する調査対象者が，この 1項目にどれだけ包括的な
意味での「生きがい」を意識して回答しているかに若
干疑問を感じる。
第三の点は，このデータが看護師職を中心に偏りす

ぎている点である。本書では第 5研究から第 9研究ま
で 5つの研究が採用されているが，そのうち中心的な
役割を示す第 7研究を含め 3つの研究が看護師を対象
にしたものである。看護職はキャリア発達の研究対象
としては適切とはいうものの，今後はより広範な領域
での研究の拡大を期待したいところである。そうした
中に新しい知見も生まれ，より豊かな生きがい研究が
期待される。
第四の点として研究対象が非正規社員・職員がほと

んど含まれていないという点である。現在 3人に 1人
といわれる非正規社員・職員の「生きがい」はどうな
のであろうか。本書は第 9研究で非正規社員を含めた
研究を行っているが，本モデルの検討では，分析の対
象から外されている。「キャリア発達と生きがい」の
問題の一つとして，この問題も検討してほしい点であ
る。
最後に今後の課題として方法論的な視点からすれ
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ば，サンプルは少なくてもよいから縦断的な研究（パ
ネル調査），あるいはハーズバーグらのような研究に
準拠した生きがい体験なども本書の補足資料として，
モデルの補完ができればと感じた次第である。

しかしながら，これらの課題ないしは問題点を差し
引いても本書の提案した知見は特筆に値するものであ
り，生きがい研究の今後の大きな一里塚としての役割
を果たすものと評価をしたい。ある特定の現象につい

て掘り下げた研究も必要であるが，こうしたマクロ的
な研究の必要性も痛感される。

参考文献
塹江清志（1981）『現代日本人の生きがい』酒井書店。

　まつばら・としひろ　愛知学院大学経営学部教授。経営心
理学専攻。

1

本書は，2008 年 3 月に施行された「労働契約法」
の成立を意識しつつ，その評価や問題点の指摘ととも
に具体的な解釈論・立法論を展開した書である。労働
契約法については，主に判例を通じて形成されてきた
労働契約法理の一部を条文化するにとどまるなど問題
点も多々指摘されるが，労働契約に関する一般法とし
て労働法体系上も重要な位置を占めうることから，施
行後も活発な解釈論やさらなる立法論が展開されてい
る。
著者は本書に収められたもの以外にも労働契約法理
に関する多くの論稿を発表されているが，ここでは，
一冊の書としてまとめられた本書についての書評を行
うこととしたい。綿密に練り上げられた著者の主張を
評者がどこまで正確に理解しえたかは心許ないが，本
書の内容を紹介した上で，評者なりの感想を述べるこ
ととしたい。

2

本書は，著者による既発表の論稿のうち労働契約法
研究としての基本問題を扱った最近の 7本が（加筆修
正も含んで）1つのテーマのもとに 7つの章に再構成

された書である。著者によると 4部構成の形をとって
いる。
　（1）第 1部は，第 1章「労働契約法の制定とその意
義」で，労働契約法制定に至る経緯や同法の全体像お
よび各条文の論点，同法の評価・問題点・課題が検討
されている。
第 1章は著者の「労働契約法研究のベースラインを

なすもの」で，「本書全体の基礎・基盤」であると位
置づけられていることから，その核心部分は以下の点
にあると思われる。すなわち，①労働契約法は，合意
による労使対等決定原則を基盤とした法であるので，
その解釈にあたっては同法の趣旨・目的・基本原則と
の整合性が要請されること，②労働契約法は憲法 27
条 2 項の要請を受けた法律であることから，憲法 27
条 2 項の基本趣旨や労働者保護目的の考慮，労働基準
法との整合性も要請されること，である。
また，著者は労働契約法にはいまだ多くの問題点が

存在するがゆえに立法的課題も多々あることを認識す

三井　正信 著

『現代雇用社会と労働契約法』
　

奥田　香子

●
み
つ
い
・
ま
さ
の
ぶ

広
島
大
学
副
理
事
・
大

学
院
社
会
科
学
研
究
科
教
授
。
弁
護
士
。●成文堂

2010 年 3 月刊
A5判・258 頁・5250 円
（税込）



94 No. 604/November 2010

る一方で，現在の同法を可能なかぎり有効に活用しう
る解釈を構築しようという姿勢を随所に示している。
そしてその背景には，雇用慣行等が大きく変化してい
る現在の雇用社会に適合的な労働契約法理が求められ
ているという認識がある。
　（2）第 2部は，第 2章と第 3章にあたり，第 1章で
述べられた労働契約法解釈における著者の基本態度に
もとづき，就業規則に関する同法 7条と 10 条の条文
解釈が展開されている。内容は詳細な条文解釈である
が，著者自身が就業規則関連条文を労働契約法の核心
部分とみていることからしても，本書の主要部分を構
成していると思われる。
第 2章では，労働契約に対する就業規則の拘束力に
ついて規定した労働契約法 7条に関して検討が加えら
れ，著者が妥当とする意思解釈説の具体的内容が詳細
に論じられている。すなわち，労働契約法 7条は労働
契約に対する特別な法的効力を就業規則に付与する規
定と解すべきでなく，労働契約締結時に具体的な労働
条件が合意されなかった場合について，「当事者は少
なくとも最低基準である就業規則内容で労働契約を締
結する」との解釈を行うこととしたもの＝意思解釈規
定と解すべきだとし，就業規則が契約を拘束する根拠
をあくまで合意に求めるものである。この立場から，
同法 7条はむしろ個別の特約について定めた但書こそ
が原則であること，就業規則は自主的交渉に値する交
渉が行われることを前提とした個別交渉サポート機能
を基礎に把握すべきことなどが論じられる。
第 3章では，労働契約法 10 条に関して，同様の基
本態度から「黙示の合意」による説明がなされる。す
なわち，「労働契約当事者が個別合意により労働条件
を変更する意思を有しない場合には，個別的労働関係
の継続的性格（及び労働関係の集団的性格ないし労働
条件の集団的・集合的処理の必要性）を考慮して，通
常は，一定の合理的範囲で合理的方法により使用者が
就業規則を変更して労働条件を変更しうることに労働
者があらかじめ黙示の承諾を与えている（あるいは労
使が黙示に合意している）との当事者意思の解釈がな
される旨を規定したもの」＝意思解釈規定であるとの
説である。その上で，その意思の実質性を支える「対
等」性の確保という視点から，制度と適用の 2段階に
わたる合理性判断の必要性が論じられる。

　（3）第 3部は，第 4章「労働契約法と企業秩序・職
場環境」と第 5章「労働者の能力を公正に評価する義
務は使用者の労働契約上の義務として構成可能か」に
あたる。
第 4章では，懲戒処分の適法性根拠について根拠二

分説が妥当であることを論じた上で，学説・判例が展
開してきた懲戒権行使の限界づけや労働契約法 15 条
の懲戒権濫用法理でもなお不十分であるとの認識か
ら，懲戒権行使のコントロールの根本的な見直しが試
みられている。具体的には，労働者の共同作業秩序遵
守義務を使用者の義務論に取り込み，義務違反の防止
や違反への対処を使用者の職場環境配慮義務の一内容
と考えることにより，使用者の懲戒権行使もかかる義
務の適正な履行確保という観点からコントロールする
というものである。
第 5章では，賃金の考課・査定に関する公正評価義

務論の意義を，労働契約法の基本原則にも合致するも
のとして再評価するとともに，債務不履行構成による
責任追及のメリットを示唆し，労働契約法での根拠規
定の整備も提案する。
　（4）最後に，第 4部として，第 6章「労働者の『意
思』と労働契約法」および第 7章「企業の社会的権力
コントロールと労働契約法」が，本書のまとめと位置
づけられている。
第 6章では，フランスの議論に触れつつ，労働者の

意思の実質化をはかる法規制の充実が必要であること
などが述べられ，その点での労働契約法の不十分さも
指摘されている。
第 7章では，労働契約法と憲法 27 条 2 項との関係

にも言及しつつ，「企業の社会的権力の制限・コント
ロール」を基本的なコンセプトとして，労働基準法や
民法の労働契約法的活用の可能性が検討されている。
内容は多岐にわたるが，たとえば労働基準法 2条 2項
の（労働契約上の）信義則規定としての活用，同法 1
条の公序規範としての活用などが論じられ，労働契約
法の整序に向けた方向性が示されている。

3

以上に紹介してきたとおり，本書は，労働契約法の
制定から「契約関係」に改めて着目し，当事者意思の
実質化や使用者の権限のコントロールを基盤として，
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関連する論点にまで目配りをして綿密な論理が展開さ
れた読み応えのある書である。著者の一貫した主張
は，合意が軽視されがちな状況に自己決定の観点から
注意を喚起させるものでもあり，大いに共感するとこ
ろがある。しかし他方で，本書で展開されている解釈
論などにはいくつかの疑問も残るため，以下では 3つ
の点のみを挙げておきたい。
　（1）まず，労働契約法 7条および 10 条を意思解釈
規定と位置づける著者の説はもちろん解釈論としてあ
りうるが，著者がその前提として何度も言及する労働
契約法の基本原則や理念については，さらなる吟味が
必要ではないだろうか。たしかに，労働契約法は「合
意原則」を基本として構成された法律で，その意義が
きわめて大きいことは言うまでもない。しかし，同法
の立法過程や判例法理の展開を考えると，労働関係に
ついては，これを合意に基づく契約関係として把握す
ることの重要な意義とともに，契約関係ではあっても
他とは異なる特色を持つ関係であることといかに整序
するかという視点が常に必要になる。労働契約法の解

釈（あるいは広義の労働契約法理）においては（立法
論としての是非は別として），「合意原則」を基礎にし
つつありうる例外を体系的に包含した法として，それ
自体の理念を探る必要があると思われる。その点から
すると，同法 7条と 10 条は，それに先立つ合意原則
の諸規定を基礎とした上でのありうる例外として規定
されたもので，それ自体の限界を画すべきであろう。
そのように解しても，同法の合意原則の意義が必ずし
も薄れるものではないと思われる。
　（2）つぎに，対等な契約当事者間において一方に懲
戒処分という特別な権限が認められることへの著者の
批判は妥当ではあるが，新たなコントロール枠組とし
て著者が提示する内容にはいくつかの疑問がある。た
とえば，労働者の義務違反に対する事後的対処として
職場環境配慮義務の履行が求められる場合があるとし
ても，それを懲戒処分として行うことまでが所与の前
提となるわけではない。また，著者がかかる構成に
よって適正な義務履行であるために提示する要件は，
必ずしも従来の学説・判例によって構築されてきたコ
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ントロール枠組に含まれる内容と根本的に異なるわけ
ではない。結局のところ，こうした主張は，著者が他
でも（就労請求権などに関して）論じているところの，
労働者による「履行請求」を可能にするための論理の
一環であると思われるが，懲戒権の行使についてはむ
しろその範囲を拡大しかねない副作用があるのではな
いだろうか。なお，民法の信義則規定によっては履行
請求が認められにくいとの理解から，労基法 2条 2項
や労契法 3条 4項の信義則規定を重視する著者の主張
も同じ文脈につながるものであるが，かかる解釈につ
いてもさらなる検討が必要であろう。
　（3）最後に，著者の一貫した論理の背景には，生存
権的見地や情報格差などとは区別された（あるいは必
ずしも同旨ではない）「企業の社会的権力のコント
ロール」という考え方があり，この概念に対する読者
の関心は高いと思われる。それゆえ，著者の労働契約

法研究の基本態度が提示された本書においては，この
概念の法的意味を（憲法学への言及はなされている
が）より明確にされることが望まれたと思われる。
　（4）本書の最大の特徴は，著者が自らの基本態度に
基づいて独自の論理を明確に打ち出していることであ
り，そうした論稿こそが学界において議論を喚起する
出発点になることは言うまでもない。本書の主張する
労働契約法の体系的理解は，労働契約法理の分野にお
いて重要な視点を投げかけるものであり，この分野に
おける必読の書となるであろう。それゆえ，本書では
詳細に取り上げられていない他の基本問題について
も，著者の解釈論や立法論がどのように展開されるの
か，関心のもたれるところである。

　おくだ・かおこ　近畿大学法科大学院教授。労働法専攻。


